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出出典　製薬産業政策に関する勉強会秘書研修会資料
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Source: IQVIA Market Prognosis, Sep 2020; IQVIA Institute, Mar 2021

Global Medicine and Spending Trends - Outlook to 2025. Report by the IQVIA Institute for Human Data Science. 出典　ヤンセン、 作成資料
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（参考）G7財務大臣文書におけるG7各国の取組事例（プル型インセンティブ）

G7各国 プル型インセンティブの取組事例

日本

2020年度の薬価制度改革において、革新的な新薬の創出等を目的に薬価改定による
価格の下げ幅を緩和する「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」制度の対象品目を
拡充し、薬剤耐性菌の治療薬を追加。
更に、2022年度の薬価制度改革において、特定用途医薬品に指定された薬剤耐性菌
の治療薬について、算定薬価への加算を新設。

英国
2020年12月から抗菌薬の処方量と利益率をde-linkさせたサブスクリプション型モデル
のパイロットを開始。2022年春以降、本格的に導入予定。

米国
2012年に制定された「GAIN Act」に基づき、適格感染症治療薬を開発した製薬会社
に対して、5年間の独占販売期間の延長を付与。現在、サブスクリプション型モデルの
「PASTEUR法」が米国議会で審議中。

ドイツ
2020年から重要な新規抗菌薬（WHOが定義する抗生物質耐性の「優先的病原体」
の治療に有効であることを証明）に対する薬価の加算制度を導入。

EU
2020年11月に「Pharmaceutical Strategy for Europe（欧州製薬戦略）」を採
択。EU各国におけるプル型インセンティブの導入に向け、適切な薬価設定や償還制度
の検討に資する情報提供、パイロット事業等の取組を実施。

※ カナダ・フランス・イタリアについては、プル型インセンティブに分類される取組はなし。自国の行動計
画（AMR対策アクションプラン）の下、迅速な審査プロセスの確立・官民対話・抗菌薬の研究開
発促進を目的とした新たな委員会の設置等の取組を実施。
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